
 

 

 

 

 

 

 

中学生向け消費者教育冊子「めざせ！消費者市民！」の 

オンライン教材移行に伴うデザイン等の改訂業務委託 

募集要項 

 

 

 

 

＜募集期間＞ 

令和３年１０月１２日（火）から同年１０月２５日（月）まで 

 

 

 

 

 

 

【受付及び問合せ先】 

京都市 文化市民局 くらし安全推進部 消費生活総合センター 

〒604-8186 

京都市中京区烏丸御池東南角 アーバネックス御池ビル西館４階 

電話：075-256-1110  ＦＡＸ：075-256-0801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中学生向け消費者教育冊子「めざせ！消費者市民！」の 

オンライン教材移行に伴うデザイン等の改訂業務委託 

募集要項 

 

１ 目的 

  この要項は，中学生向け消費者教育冊子「めざせ！消費者市民！」のオンライン教材

移行に伴うデザイン等の改訂業務委託を行うに当たり，受託事業者をプロポーザル方式

により選定する手続について，必要事項を定めるものです。 

 

２ 業務の概要 

(1) 業務名 

中学生向け消費者教育冊子「めざせ！消費者市民！」のオンライン教材移行に伴う 

デザイン等の改訂業務 

(2) 委託内容 

別添の仕様書のとおり 

(3) 委託期間 

    契約の日から令和４年１月３１日まで 

 

３ 見積限度額 

  金１，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

  ※上記金額には，委託業務の実施に係る全ての費用を含む。 

 

４ 応募資格 

  受託候補者は，次の要件を全て満たしている者とします。 

(1) 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録している者であること。 

(2) 京都市内に事務所を有するか，京都市内を活動の拠点としていること。 

(3) 自らが提案した企画内容を自らが遂行するのに必要な運営基盤を有し，かつ資金等 

  について十分な管理能力を有していること。 

(4) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと。 

(5) 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦，支持，反対することを目的とし 

  た団体でないこと。 

(6) 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定

する暴力団密接関係者でないこと。 

(7) その他，公共の福祉に反する活動をしていないこと。 

 

５ 参加表明書，企画提案書等の提出 

(1) 提出期限 

令和３年１０月２５日（月）午後５時（必着） 

(2) 提出方法 

 持参又は郵送（書留郵便に限る。）※持参の場合は，事前に連絡すること。 

 



(3) 提出書類 

ア  参加表明書〈６部（原本１部及び複写５部）〉【第１号様式】  

イ 企画提案書〈６部〉【任意様式】 

     以下の各点について記載すること。 

① 教材デザインのトップ画面のイメージ 

中学生が教材に興味を持ち，積極的な活用につながるよう工夫したトップ画面の

デザインの提案。 

② 新規原稿のイメージ 

本市が作成したリニューアル案（後述６参照）を踏まえ，今回新たに作成する原

稿「Ⅱ－２：持続可能な社会のために」のうち，「エシカル消費ってなに？」の

原稿イメージの提案。 

提案には以下の内容を含むこととする。 

・学習内容の導入としての漫画（４コマ程度～）のラフ案 

・画面の構成案（記載例を参照） 

③ 制作に係る実施体制及びスケジュール案 

④ 過去５年間の同種・類似業務の実績 

同業務を実施するために要した費用や期間・スケジュール等についても記載する

こと。 

   ウ 見積書及び経費内訳書〈１部〉 

   経費内訳書において，積算根拠を詳細に明示すること。また，住所（法人にあ

っては主たる事務所の所在地），商号及び氏名（法人にあっては名称及び代表者

名）を記入したうえで，代表者印を押印すること。 

エ  会社又は団体の概要〈１部〉 

     名称（代表者名），設立年月日，資本金，従業者数，住所，電話番号，主な取引

先，担当者名等を記載したもの。 

(4) 提出場所 

   京都市 文化市民局 くらし安全推進部 消費生活総合センター（担当：清水，川田） 

   〒６０４－８１８６ 京都市中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館４階 

   ＴＥＬ：０７５－２５６－１１１０ ＦＡＸ：０７５－２５６－０８０１ 

 

６ 提案募集に関する質問について 

  本件募集内容について質疑がある場合は，質問書（様式自由）により，電子メールで 

 次のメールアドレスに送付してください。 

 【メールアドレス】soudan@city.kyoto.lg.jp 

 【質問の受付期限】令和３年１０月１９日（火）午後５時 

 

※ 本市が作成したリニューアル案及び課題等を説明するための事前面談の実施可能

期間は令和３年１０月１８日（月）午後５時まで。各事業者１時間以内で，電話に

よる事前予約が必要（１事業者１回に限る。）。リニューアル案及び参考資料は紙

媒体で各１部お渡ししますが，取扱注意でお願いします。 

 



７ 受託事業者の選定方法及び結果の通知について 

提出書類を基に，プレゼンテーションを行っていただき，最も高い評価を得た提案を

行った者を，受託候補者として選定します。 

なお，参加事業者が１事業者であった場合も，プレゼンテーションを実施し，企画提

案内容を審査のうえ，選定します。 

（1）プレゼンテーション 

企画提案書等に基づき，次のとおりプレゼンテーションを実施します。 

    ア 日 時 令和３年１０月下旬 

    イ 場 所 京都市消費生活総合センター 

    ウ 時 間 １事業者当たり３０分以内 

   （プレゼンテーション１５分～２０分，質疑応答１０分程度を想定） 

    エ 内 容 企画提案書等に基づき，自社が優れている点についてプレゼンテーシ

ョンを行い，必要に応じて，京都市から質疑を行う。 

    オ 出席者 ３名までとし，本委託業務に直接携わる者が説明すること。 

    カ その他 詳細は別途通知する。 

（2）審査 

審査は，以下の評価基準に基づき総合的に評価し，順位を決定します。ただし，同

点の場合は，市内中小企業等に該当し，なおかつ評価基準「デザインの提案内容」の

評点が高いものを上位とします。 

なお，各項目の合計点が６０点を下回るときは，参加事業者が１事業者のみの場合

であっても，受託候補者として選定しません。 

評価基準 評価のポイント 

デザインの提案

内容 

（３０点） 

・中学生が親しみやすく興味を持ちやすいデザインとなっている

か。 

・文字フォント，配色及びイラストの配置等の画面構成は，オンラ

イン教材として，誰にとっても見やすく，障害のある方等にも配慮

したデザインとなっているか。 

新規作成原稿の

提案内容 

（３０点） 

・「エシカル消費」の内容及び普及促進の重要性について理解した

うえで，中学生にとって分かりやすい的確な提案であるか。 

・中学校学習指導要領の内容や，持続可能な社会の実現に向け，消

費者市民社会やＳＤＧｓの理念に則した提案となっているか。 

・京都市政及び委託業務の目的について十分理解したうえでの企画

提案となっているか。 

実施体制 

（２０点） 

・仕様書に定められた業務を安定的に実施することができる実施体 

制か。 

業務実績 

（１０点） 

・これまでに本業務の実施に類似あるいは関連する業務を実施した 

実績があるか。 

見積金額 

（１０点） 

・１０点×（全受託候補者の中の最低提案価格）／（受託候補者の

提案価格）。 ※ 小数点以下は切捨て。 

 



(3) 通知 

京都市は，前述の審査後，全ての参加事業者に対し，速やかに文書で順位を通知し

ます。 

 なお，選定結果についての異議申立ては受け付けません。 

（4） 問合せ 

 通知を受けた者から問合せがあった場合は，次に掲げる項目を回答します。 

ア 当該受託候補者の合計点 

イ 第一受託候補者名及びその他の受託候補者名 

ウ 第一受託候補者の合計点 

（5） 選定結果の公表 

   受託候補者の選定後，選定の結果，参加事業者及び評価点その他の契約の相手方を

選定した理由が分かる情報を公表します。 

 

８ 選定後の手続 

  第一受託候補者と契約協議を行い，詳細な業務内容の確認及びその他の受託条件につ

いて，合意に達した後に委託契約を締結します。 

  ただし，第一受託候補者と契約条件について合意に達しなかったときは，第二順位の 

受託候補者と契約協議を行います。 

 

９ その他留意事項 

⑴ 提出書類の作成及び提出に係る費用は，参加事業者の負担とします。 

 ⑵ 提出書類は返却しません。 

 ⑶ 提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は，明らかな誤字脱字等により 

  本市の承諾を得た場合のほかは認めません。 

 ⑷ 見積書に記載された金額が委託料上限額を超えた場合は，失格となります。 

 ⑸ 提出書類に記載するべき事項の全部又は一部が記載されていない場合は，失格とな 

  ることがあります。 

 ⑹ 提出書類に虚偽の記載をした場合は，その書類を無効にするとともに，虚偽の記載 

  をした者に対してはその名を公表し，今後実施するプロポーザル及び京都市競争入札 

  等取扱要綱に規定される競争入札への参加を停止する場合があります。また，契約締 

  結後に発覚した場合は，契約を解除し，違約金を請求する場合があります。 

 ⑺ 本業務の受託によって，本業務に関連する業務委託等を優先的に受託できることは 

  ありません。また，関連する業務委託の受託資格に影響を及ぼすこともありません。 


